
●「口座振替」を希望される方は洞爺湖町役場住民課または各金融機関窓口へお申し出ください。

●「年金からのお支払い」の場合は、手続きの必要はありません。
　ただし、次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納入通
   知書」や「口座振替」によりお支払いいただきます。

　なお、 およそ半年～1年の間は、

※保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。

●保険料のお支払いが困難な場合は、洞爺湖町役場住民課へご相談ください。
　災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料の
　お支払いが困難な方についは、保険料の減免を受けられる場合があります。

　現在、保険証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険証をお持ちでない場
　合、氏名・生年月日・住所を医療機関にお申し出いただくことで受診できる取扱いとなっていますが、
　平成23年７月１日からは、通常どおり、保険証の提示が必要になります。保険証の再交付を希望され
　る方は洞爺湖町役場住民課までお問い合わせください。

　住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたことにより、保険料や医療機関へのお
　支払い（一部負担金）が困難となった方については、申請により、減額、免除または徴収猶予が受け
　られる場合があります。また、年金から保険料をお支払いすることが困難な場合については、「口座
　振替」や「納入通知書」によるお支払いに変更することもできます。
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